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軽
自
動
車
税
納
付
確
認
シ
ス
テ
ム

(

軽
Ｊ
Ｎ
Ｋ
Ｓ)

の
導
入
に
伴
い
、
三

輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
つ
い
て
は
、

継
続
検
査(

車
検)

窓
口
で
の
納
税

証
明
書
の
提
示
が
原
則
不
要
に
な
り

ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
、
口
座
振
替
等

で
納
付
さ
れ
た
方
に
は
、
納
税
証
明

書
を
送
付
し
て
い
ま
し
た
が
、
軽
Ｊ

Ｎ
Ｋ
Ｓ
開
始
に
伴
い
、
令
和
６
年
度

か
ら
納
税
証
明
書
の
送
付
を
廃
止
す

る
事
と
な
り
ま
し
た
。
ご
理
解
賜
り

ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。

　
な
お
、
納
税
証
明
書
の
提
示
が
必

要
な
二
輪
の
小
型
自
動
車
（
総
排
気

量
２
５
０
ｃ
ｃ
越
の
二
輪
車
）
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
納
税
証

明
書
を
送
付
し
ま
す
。

　
詳
細
は
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　
☎

（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

　
例
年
7
月
の
第
一
日
曜
日
に
実
施

し
て
お
り
ま
す
行
幸
湖
ク
リ
ー
ン
作

戦
で
す
が
、
今
年
度
は
10
月
か
ら
11

月
の
間
に
実
施
し
ま
す
。

　
開
催
時
期
や
詳
細
が
決
ま
り
ま
し

た
ら
、
広
報
等
に
て
お
知
ら
せ
し
ま

す
の
で
、
た
く
さ
ん
の
方
の
ご
参
加

を
お
願
い
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
生
活
安
全
課
　
く
ら
し
環
境
Ｇ
　

☎
（84）
３
６
１
８
（
直
通
）

ごかの
　お知らせ
役場の代表電話は☎（84）1111です

・ 

公
的
年
金
等
所
得
に
係
る
町
県
民

税
は
、
給
与
か
ら
の
天
引
き
に
含

め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
た

め
、
給
与
所
得
と
年
金
所
得
の
２

本
立
て
で
特
別
徴
収
を
さ
れ
る
方

も
い
ま
す
。

○�

４
月
１
日
時
点
で
₆₅
歳
未
満
の
給

与
所
得
者
が
あ
る
方

・ 

公
的
年
金
等
に
係
る
町
県
民
税

も
、
原
則
と
し
て
給
与
か
ら
の
天
引

き
と
な
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　
☎

（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

　　
令
和
5
年
度
の
自
動
車
税
の
納
期

限
は
５
月
31
日
㈮
で
す
。

　
納
期
限
を
過
ぎ
ま
す
と
、
納
め
る

税
額
の
他
に
延
滞
金
も
あ
わ
せ
て
納

め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
納
め
て
い
た
だ
け
な
い
場
合
に

は
、
財
産
の
差
押
な
ど
、
滞
納
処
分

を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
願
い
ま
す
。

　
納
税
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、
至

急
納
め
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
茨
城
県
筑
西
県
税
事
務
所

　
収
税
第
二
課

　
☎
０
２
９
６

（24）
９
１
９
０

　
令
和
６
年
度
町
県
民
税
の
納
税
通

知
書
（
普
通
徴
収
分
）
を
６
月
７
日
㈮

に
発
送
す
る
予
定
で
す
。
期
限
内
納
付

に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

○
公
的
年
金
等
か
ら
の
特
別
徴
収

︵
天
引
き
︶
に
係
る
注
意
点
　

・ 

公
的
年
金
等
か
ら
の
町
県
民
税
特

別
徴
収
は
４
、
６
、
８
月
に
仮
徴

収
を
行
い
、
10
、
12
、
２
月
に
本
徴

収
が
行
わ
れ
ま
す
。

・ 

給
与
や
他
の
所
得
に
係
る
税
額

は
、
公
的
年
金
等
か
ら
特
別
徴
収

は
さ
れ
ま
せ
ん
。

お
し
ら
せ

No.585

町
県
民
税
の
納
税
通
知
書

を
発
送
し
ま
す

自
動
車
税
の
納
税
は

お
済
み
で
し
ょ
う
か

行
幸
湖
ク
リ
ー
ン
作
戦
実
施
時

期
変
更
の
お
知
ら
せ

五
霞
町
庁
舎
複
合
化
基
本

計
画
を
策
定
し
ま
し
た

　
五
霞
町
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計

画
に
基
づ
き
、
役
場
庁
舎
と
中
央
公

民
館
の
複
合
施
設
を
建
設
す
る
た
め

の
基
本
的
な
方
針
を
ま
と
め
た
「
五

霞
町
庁
舎
複
合
化
基
本
計
画
」
を
策

定
し
ま
し
た
。

○
建
設
位
置
　

　
現
中
央
公
民
館
駐
車
場
敷
地

○
施
設
の
供
用
開
始
（
予
定
︶

　
令
和
11
年
１
月

○�

基
本
計
画
を
策
定
す
る
に
当
た
っ

て
実
施
し
た
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
に
よ
り
提
出
の
あ
っ
た
意
見
数

・
５
件
（
提
出
者
１
人
）

　
基
本
計
画
の
詳
細
お
よ
び
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
結
果
は
、
町
公

式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　○
お
問
い
合
わ
せ

　
総
務
課
　
庁
舎
等
建
設
推
進
室

　
☎

（84）
１
１
１
１
（
内
線
２
０
６
）

埼
玉
り
そ
な
銀
行
窓
口
で
の

納
付
書
取
扱
を
終
了
し
ま
す

軽
自
動
車
の
納
税
証
明
書(

車

検
用)

送
付
を
廃
止
し
ま
す

　
埼
玉
り
そ
な
銀
行
窓
口
に
お
け
る

納
付
書
の
取
扱
が
令
和
６
年
６
月
₂₈

日
㈮
に
て
終
了
し
ま
す
。

　
な
お
、
口
座
振
替
、
地
方
税
統
一

二
次
元
コ
ー
ド
付
き
の
納
付
書
は
引

き
続
き
ご
利
用
可
能
と
な
り
ま
す
。

　
令
和
６
年
７
月
１
日
㈪
以
降
の
納

付
に
つ
い
て
は
、
地
方
税
共
通
納
税

シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
の
納
付
や
五

霞
町
公
金
収
納
取
扱
金
融
機
関
で
の

納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
五
霞
町
公
金
収
納
取
扱
金
融
機
関

・
武
蔵
野
銀
行

・
茨
城
む
つ
み
農
業
協
同
組
合

・
常
陽
銀
行

・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行(

関
東
各
県
及
び
山

梨
県
所
在
の
ゆ
う
ち
ょ
銀
行(

郵
便

局
）
）

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　
☎

（84）
１
９
６
６
（
直
通
）




